公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会老人クラブ助成要綱

１　目的

　　　この要綱は、新たに結成される老人クラブに対し、結成助成金を交付し、老人クラ
ブの結成の助成に寄与することを目的とする。

　２　対象

　　　この要綱により結成助成金の交付を受けることができる老人クラブは、「名古屋市老
人クラブ運営基準」に準拠して結成及び運営される老人クラブとする。

　３　結成助成金

　　　結成助成金は、老人クラブの結成費に充てるものとし、単位老人クラブについて
６，２６０円とする。

　４　申請

　　　老人クラブ結成の代表者は、老人クラブ結成助成金申請書（様式第１）を区老人ク
　　ラブ連合会長（以下「区老連会長」という。）に提出するものとする。

５　交付

　　（１） 区老連会長は、前項の申請書にもとづきすみやかに第２に定める要件について
調査し、助成を適当と認めた場合には、公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
長（以下「市老連会長」という。）に新設老人クラブ結成助成金請求書（様式第２）
により請求するものとする。

　　（２） 区老連会長は、市老連会長より結成助成金の交付を受け、申請者に交付するも
　　　　のとする。　

　　（３） 助成を不適当と認めた場合は、申請書にその理由を記し、申請者に返還するも
のとする。

附　則

１　この要綱は、昭和４４年７月１日から施行し、昭和４４年度の結成助成金の交付から
適用する。

　　　附　則

１　この要綱は、昭和５０年５月１日から施行する。
　　　附　則

１　この要綱は、平成７年４月１日から施行する。

　　　附　則

１　この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。

　　　附　則

１　この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。

　　　附　則

１　この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

附　則

１　この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

